
日頃より自治会活動にご協力いただき誠にありがとうございます。 

暑い夏も過ぎ、秋の深まりを日ごとに感じる時節ですが、皆様にはご健勝のこ

ととご拝察いたします。日頃より自治会活動にご協力いただき誠にありがとうご

ざいます。 

暑い夏も過ぎ、秋の深まりを日ごとに感じる時節ですが、皆様にはご健勝のこ

ととご拝察いたします。 

 さて、降雪前に秋の「一斉ごみ拾いデー」行い、飛散していた「ごみ」を始末

して冬を迎える準備を下記のとおり行いたいと思います。ご協力よろしくお願い

します。 
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 日頃より自治会活動にご協力いただき誠にありがとうございます。 

日ごとに秋の深まりが感じられる時節ですが、皆様にはご健勝のこととご拝察いた

します。さて、近年の激しい気象変動や全国各地での災害発生を受け、今一度当自

治会におきましても防災について、「どのような備えをするとよいのか」、「万が一

避難した場合、どのように行動するとよいのか」等、様々な不安を解決するために

『防災研修会』を実施します。会員皆様の多数のご参加をよろしくお願いします。 
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回覧 
新栄台東自治会 

2025年 10月 11日 

第 ７ 号 

 
江別市公式 LINEまたは http://自治会.JPにて掲載 

◇日時：10 月 25 日（土）午前 10 時～ 

              （１時間程度） 

◇会場：中央中学校 

◇内容：①避難場所の中央中学校の施設見学等 

②「出前講座」防災・減災について 

◇申込：参加ご希望の方は、下記 QR コード 

 または総務部（大久保）まで連絡（区・班、氏名）

をお知らせ願いします。 ℡＆fax 011-381-2091 

   ★申込締切 10/22（水）まで 

＊参加者は、当日、上履きをご持参ください。 

 

http://自治会.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新栄台東自治会 衛生部 

 

 

 

日頃より、会員の皆様にはごみステーションの維持・管理にご協力いただき、感謝申し上げます。 

さて、今年度もごみステーションの維持・管理について「ごみの分別が守られず、回収されなかっ

た」「ごみの収集日以外にゴミ出しをしている」「ごみ当番が準備や後片付けをしていない」等の声が

少数ですが、寄せられています。そこで、下記について、会員の皆様に再確認をお願いします。 

❶60あるごみステーションの維持・管理は各班です！ ❷カラスの被害を防ぎましょう！ 

❸ごみ当番の務めを適切に実行しましょう！ ❹ごみの分類・分別と収集日を守りましょう！ 

❺ごみネットやパネルの修理・更新を進めています！ ❻折り畳み式ごみボックスの一部助成等 

（詳細は、今年度総会議案書 P18をご覧ください） 

 

 

 これから冬のシーズンが始まります。以下の点に注意しましょう。 

●ごみ出しは、前夜に出すと除雪作業の妨げになるので、収集日の朝 8:45までに出しましょう。 

●悪天候（吹雪や大雪など）の場合は、次回の収集日に出しましょう。 

●ごみ当番の方をはじめ、利用している班の皆様の協力で除雪など適切な管理をお願いします。 

◎公共ごみ袋に不足があった場合は、衛生部副部長まで連絡してください。 

２ 

「路上駐車」について当自治会内で苦情が出ています。

「路上駐車」は下記のとおり、緊急自動車の活動や周辺車庫への出入りの妨げ、交通

事故を誘発しますのでやめましょう。

安全で住み良いまちにしていくため、皆さんのご協力をお願いします！

※路上駐車はやめよう！

令和7年10月

新栄台東自治会防犯交通部

※道路上に張り出している樹木剪定・伐採のお願い！

〇ご自宅の庭木や生垣の剪定・伐採等、適切な管理をお願いします。

ご自宅から道路上に飛び出している庭木や植栽等により、道路の見通しが

悪くなったり、道路標識等が見えにくくなったりするなど道路を安全に通行で

きなくなることがあります。

各御家庭での庭木や植栽の剪定等による管理をよろしくお願いいたします。

回覧

【参 考】

●自動車の保管場所の確保等に関する法律（車庫法）

（保管場所としての道路の使用の禁止等）

第１１条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。

２ 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

１）自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為

２）自動車が夜間（日没時から日出時までの時間をいう。）に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上

駐車することとなるような行為

（罰則） 抜粋

第１７条 次の各号のいずれかに該当する者は、３か月以下の懲役又は２０万円以下の罰金に処する。

１項 （２）第１１条第１項の規定に違反して道路上の場所を使用した者

２項 次の各号のいずれかに該当する者は、２０万円以下の罰金に処する。

（２） 第１１条第２項の規定に違反した者


